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令和３年度五島市水道事業会計決算審査意見書 

 

第１ 審査の基準 

  この審査は、五島市監査基準（令和２年五島市監査委員告示第１号）に準拠して実施

した。 

第２ 審査の種類 

  決算審査（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第２項の規定によ

る審査） 

第３ 審査の対象 

  令和３年度五島市水道事業会計決算 

第４ 審査の着眼点 

  次の着眼点を主眼において実施した。 

(1) 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか。 

(2) 事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているか。 

(3) 事業が経済性を発揮し、本来の目的である公共の福祉を増進するように運営され

ているか。 

第５ 審査の主な実施内容 

審査に付された決算報告書、財務諸表及びその他の書類が、関係法令に準拠して作成

され、かつ、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているかを検証するため、そ

の計数を証拠書類やその他の会計書類等と照合するとともに、必要に応じて資料の提出

を求め関係職員の説明を聴取するなど、慎重に審査した。 

また、事業が経済性を発揮し公共の福祉を増進するように運営されたかを検討するた

め、事業の経営分析を行い、前年度と比較考察を行った。 

なお、審査に伴い公認会計士の専門的知識、経験等を活用し、審査機能の充実・強化

を図るため、審査業務の一部を委託し、公認会計士による審査結果を参考にして、監査

委員による審査を実施した。 

第６ 審査の実施場所及び日程 

 １ 実施場所 監査委員事務局等及び実地審査においては各事業箇所 

２ 日  程 令和４年５月２４日から同年８月１７日まで。ただし、貯蔵品実地棚卸

しの立会いは、令和４年３月２５日に実施した。 

第７ 審査の結果 

審査の結果は、次に述べるとおりであり、上記第１から第６までの記載事項のとおり

審査した限りにおいて、令和３年度五島市水道事業会計の決算報告書、財務諸表及びそ

の他の書類は、関係法令に準拠して作成され、その計数は正確であり、経営成績及び財

政状態を適正に表示していると認めた。 
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また、企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されている

と認めた。 

 

１ 事業概要 

(1) 業務状況 

 

令和３年度末における給水人口は 34,732 人で、給水普及率は 99.0％である。ま

た、有収率は72.35％である。 

 

ア 普及状況 

 

   

令和２年度
全国平均

人 35,093 35,809 △ 716 △ 2.0 -

人 34,732 35,429 △ 697 △ 2.0 -

戸 20,138 20,250 △ 112 △ 0.6 -

％ 99.0 98.9 0.1 0.1 89.4

行政区域内人口

給水人口

給水普及率

給水戸数

　表１　給水人口

区　　　　　分 単位 令和３年度 令和２年度 増　減 増減率

 

令和３年度は、人口減少に伴い、給水人口が 697 人（2.0％）、給水戸数が 112

戸（0.6％）減少している。 

給水普及率は、前年度と比較して0.1ポイント増加している。 

 

   イ 配水量等 

   

   

令和２年度
全国平均

ｍ
3 5,023,208 5,044,961 △ 21,753 △ 0.4 -

ｍ
3 3,634,521 3,676,035 △ 41,514 △ 1.1 -

ｍ3 15,506 15,080 426 2.8 -

ｍ3 13,762 13,822 △ 60 △ 0.4 -

ｍ3 9,958 10,071 △ 113 △ 1.1 -

㍑ 446 426 20 4.7 448

㍑ 287 284 3 1.1 309

％ 72.35 72.87 △ 0.52 △ 0.7 84.20

１日平均配水量

１日平均給水量

１人１日最大配水量

１人１日平均有収水量

有収率

年間総配水量

１日最大配水量

年間総有収水量

　表２　配水量等の状況

区　　　　　分 単位 令和３年度 令和２年度 増　減 増減率

 

給水人口の減少に伴い、年間総有収水量が 41,514 ㎥（1.1％）、年間総配水量
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が 21,753 ㎥（0.4％）減少している。なお、有収率は 72.35％で、前年度と比較

して0.52ポイント減少しており、依然として全国平均を下回っている。 

給水人口と年間総有収水量の推移は次のとおりである。 

      

    

2,500

3,000

3,500

4,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

年
間
総
有
収
水
量(

千
㎥)

給
水
人
口(

人)

給水人口・年間総有収水量の推移

給水人口 年間総有収水量

 

(注)令和２年度に、簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用（以下「簡易水道事業法適

化」という。）した結果、給水人口及び年間総有収水量が増加している。 

配 水 量：配水ポンプなどから配水管に送り出された水量 

給 水 量：給水区域に対して給水した実績水量 

有収水量：配水量のうち、料金収入が得られた水量 

有 収 率：配水する水量と料金として収入のあった水量との比率 

 

(2) 建設改良工事 
  

    令和３年度は、改良工事13件を実施し、総事業費は73,473,400円である。 
  

建設改良工事の概要は、新たな建設工事の施工はなく、改良工事では、水道施設

非常用発電機用切替器設置工事、奈留地区滅菌設備改修工事のほか、市道里1号線、

市道中野・壱本木線及び市道里釜裏線において配水管布設替工事などを実施してい

る。 

また、保存工事（維持補修工事で営業費に分類される）では、三尾野浄水場３系

原水及び大窄配水流量計取替修繕、樫木山浄水場送水流量計雷害取替修繕工事など

を実施している。 
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２ 予算の執行状況 

(1) 収益的収入及び支出 

 

収益的収入は決算額1,075,110,574円で、予算額を21,526,574円上回っている。

また、収益的支出は決算額 1,001,702,476 円で、不用額が 40,704,524 円となって

いる。 

 

   ア 収益的収入 

 

   

　表３　収益的収入　
予算現額 決算額 増減額 執行率

1,053,584,000 1,075,110,574 21,526,574 102.0

営 業 収 益 758,628,000 758,377,676 △ 250,324 100.0

営 業 外 収 益 294,954,000 313,834,075 18,880,075 106.4

特 別 利 益 2,000 2,898,823 2,896,823 144,941.2

区　　　分

水 道 事 業 収 益

(単位：円・％）

 
    

収益的収入の執行率は 102.0％で、これは営業外収益において除却費が減った

ことにより減価償却費が増えたことで受贈財産評価額長期前受金戻入が予算を上

回ったこと、また、特別利益において市有財産売払いにかかる土地売却益による

固定資産売却益が主な要因である。 

 

   イ 収益的支出 
  

　表４　収益的支出　
予算現額 決算額 不用額 執行率

1,042,407,000 1,001,702,476 40,704,524 96.1

営 業 費 用 933,236,000 897,006,334 36,229,666 96.1

営 業 外 費 用 106,120,000 104,496,262 1,623,738 98.5

特 別 損 失 200,880 199,880 1,000 99.5

予 備 費 2,850,120 0 2,850,120 0.0

区　　　分

水 道 事 業 費 用

(単位：円・％）

 
    

     収益的支出の執行率は96.1％で、これは営業費用において、水質検査業務委託

及び水道メーター取替業務委託料の入札執行残が生じたこと、また、ポンプの作

動タイマー設定変更等により電気料が減少したことが主な要因である。 
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(2) 資本的収入及び支出 

 

資本的収入は決算額121,016,363円で、予算額を3,447,363円上回っている。ま

た、資本的支出は決算額460,190,582円で、不用額が19,119,418円となっている。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額339,174,219円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,134,407円及び過年度分損益勘定留保

資金331,039,812円で補塡している。 

 

   ア 資本的収入 
 

   

　表５　資本的収入
予算現額 決算額 増減額 執行率

117,569,000 121,016,363 3,447,363 102.9

負 担 金 408,000 4,429,552 4,021,552 1,085.7

企 業 債 22,100,000 21,500,000 △ 600,000 97.3

出 資 金 94,821,000 94,821,634 634 100.0

補 助 金 240,000 240,000 0 100.0

固定資産売却代金 0 25,177 25,177 -

区　　　分

資 本 的 収 入

(単位：円・％）

 
    

     資本的収入の執行率は 102.9％で、これは県営ほ場整備事業に係る市道寺脇４

号線配水管布設替工事の県負担金を受け入れたことが主な要因である。 

 

   イ 資本的支出 

 

   

　表６　資本的支出
予算現額 決算額 翌年度繰越額 不用額 執行率

481,214,000 460,190,582 1,904,000 19,119,418 95.6

企 業 債 償 還 金 354,380,000 354,379,401 0 599 100.0

建 設 改 良 費 111,834,000 105,811,181 1,904,000 4,118,819 94.6

予 備 費 15,000,000 0 0 15,000,000 0.0

区　　　分
(単位：円・％）

資 本 的 支 出

 
    

     資本的支出の執行率は95.6％で、これは建設改良費において、主要地方道福江

空港線配水管布設替工事を道路改良工事の工期延長に伴い令和４年度に繰り越し

たことが主な要因である。 
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 (3) その他の予算 
 

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１７条に規定する予算に

係る事項の執行状況は、次のとおりである。 

 

ア 予算第５条（企業債） 

     

借入限度額 22,100,000円 借 入 額 21,500,000円 

 

イ 予算第６条（一時借入金） 

借入限度額 300,000,000円 最高借入額 0円 

 

ウ 予算第８条（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

職員給与費 183,422,000円 決 算 額 177,469,057円 

交 際 費 50,000円 決 算 額 6,120円 

 

エ 予算第９条（他会計からの補助金） 

予 算 額 18,585,000円 決 算 額 18,300,840円 

 

オ 予算第１０条（たな卸資産の購入限度額） 

予 算 額 16,002,000円 決 算 額 9,569,307円 
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３ 経営成績 

(1) 収益 
 

総収益は 1,006,373,535 円で、前年度と比較して 68,631,954 円の減収となって

いる。 
  

　　表７　収　　益

金　　額 構成比 金　　額 構成比 増減額 増減率

営業収益 689,792,637 68.6 693,363,010 64.5 △ 3,570,373 △ 0.5

　給水収益 640,898,660 63.7 646,208,835 60.1 △ 5,310,175 △ 0.8

　受託工事収益 4,000 0.0 10,350 0.0 △ 6,350 △ 61.4

　簡易水道収益 44,978,200 4.5 45,301,740 4.2 △ 323,540 △ 0.7

　その他の営業収益 3,911,777 0.4 1,842,085 0.2 2,069,692 112.4

営業外収益 313,682,075 31.1 376,863,486 35.0 △ 63,181,411 △ 16.8

　受取利息及び配当金 9,970 0.0 50,000 0.0 △ 40,030 △ 80.1

　他会計補助金 18,060,840 1.8 46,516,703 4.3 △ 28,455,863 △ 61.2

　長期前受金戻入 289,252,706 28.7 324,753,165 30.2 △ 35,500,459 △ 10.9

　雑収益 6,358,559 0.6 5,543,618 0.5 814,941 14.7

特別利益 2,898,823 0.3 4,778,993 0.5 △ 1,880,170 △ 39.3

　固定資産売却益 2,898,823 0.3 0 0.0 2,898,823 皆増

　過年度損益修正益 0 0.0 0 0.0 0 -

　その他特別利益 0 0.0 4,778,993 0.5 △ 4,778,993 皆減

　総　　収　　益 1,006,373,535 100.0 1,075,005,489 100.0 △ 68,631,954 △ 6.4

令和３年度 令和２年度 前年度対比
(単位：円・％）

区　　　　　　分

 

   ア 営業収益 

決算額は 689,792,637 円で、前年度と比較して 3,570,373 円(0.5％)の減収と

なっている。これは、給水人口の減少に伴い、年間総配水量が減少したことによ

るものである。 

 

   イ 営業外収益 

決算額は 313,682,075 円で、前年度と比較して 63,181,411 円(16.8％)の減収

となっている。これは、簡易水道事業法適化に伴い、前年度は一般会計補助金及

び受贈財産評価額長期前受金戻入が増加したことによるものである。 
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ウ 特別利益 

     決算額は2,898,823円で、前年度と比較して1,880,170円(39.3％)の減収とな

っている。これは、市有財産売払いにかかる土地売却益はあったものの、昨年度

は令和元年度簡易水道特別会計打切決算分の消費税及び地方消費税確定申告によ

る還付金を受け入れていたことによるものである。 

 

(2) 費用 

 

総費用は941,964,211円で、前年度と比較して76,007,276円減少している。 

 

　　表８　費　　用

金　　額 構成比 金　　額 構成比 増減額 増減率

営業費用 882,264,209 93.6 946,754,246 93.0 △ 64,490,037 △ 6.8

　原水及び浄水費 94,508,182 10.0 113,505,698 11.1 △ 18,997,516 △ 16.7

　配水及び給水費 103,683,541 11.0 97,008,346 9.5 6,675,195 6.9

　受託工事費 0 0.0 0 0.0 0 -

　簡易水道費 51,623,665 5.5 52,547,450 5.2 △ 923,785 △ 1.8

　総係費 92,059,400 9.8 93,186,468 9.2 △ 1,127,068 △ 1.2

　減価償却費 535,108,837 56.8 561,965,974 55.2 △ 26,857,137 △ 4.8

　資産減耗費 5,262,384 0.5 28,325,090 2.8 △ 23,062,706 △ 81.4

　その他営業費用 18,200 0.0 215,220 0.0 △ 197,020 △ 91.5

営業外費用 59,597,842 6.4 68,958,071 6.8 △ 9,360,229 △ 13.6

　支払利息及び
  企業債取扱諸費

56,151,654 6.0 63,727,926 6.3 △ 7,576,272 △ 11.9

　雑支出 3,446,188 0.4 5,230,145 0.5 △ 1,783,957 △ 34.1

特別損失 102,160 0.0 2,259,170 0.2 △ 2,157,010 △ 95.5

　固定資産売却損 0 0.0 0 0.0 0 -

　過年度損益修正損 102,160 0.0 93,170 0.0 8,990 9.6

　その他特別損失 0 0.0 2,166,000 0.2 △ 2,166,000 皆減

総 　費 　用 941,964,211 100.0 1,017,971,487 100.0 △ 76,007,276 △ 7.5

(単位：円・％）
令和２年度 前年度対比令和３年度

区　　　　　　　分

 

ア 営業費用 

決算額は882,264,209円で、前年度と比較して64,490,037円(6.8％)減少して

いる。これは、前年度と比較して雷害が少なかったこと、また、減価償却費及び

資産減耗費において、令和２年度は簡易水道事業法適化に伴い簡易水道事業分が



 

- 9 - 

増加したことによるものである。 

 

   イ 営業外費用 

決算額は59,597,842円で、前年度と比較して9,360,229円（13.6％)減少して

いる。これは、支払利息及び企業債取扱諸費が減少したことが主な要因である。 

 

ウ 特別損失 

決算額は 102,160 円で、前年度と比較して 2,157,010 円（95.5％)減少してい

る。これは、簡易水道事業法適化に伴い元年度発生分の手当等をその他特別損失

として令和２年度に支出していたことが要因である。 

 

(3) 損益 

 

当年度純利益は、64,409,324円で、前年度と比較して7,375,322円増加している。 

   

令和３年度 令和２年度 増減額 増減率

1,003,474,712 1,070,226,496 △ 66,751,784 △ 6.2

営業収益 689,792,637 693,363,010 △ 3,570,373 △ 0.5

営業外収益 313,682,075 376,863,486 △ 63,181,411 △ 16.8

941,862,051 1,015,712,317 △ 73,850,266 △ 7.3

営業費用 882,264,209 946,754,246 △ 64,490,037 △ 6.8

営業外費用 59,597,842 68,958,071 △ 9,360,229 △ 13.6

61,612,661 54,514,179 7,098,482 13.0

2,796,663 2,519,823 276,840 11.0

特別利益 2,898,823 4,778,993 △ 1,880,170 △ 39.3

特別損失 102,160 2,259,170 △ 2,157,010 △ 95.5

64,409,324 57,034,002 7,375,322 12.9

508,470,468 508,466,466 4,002 0.0

0 0 0 -

572,879,792 565,500,468 7,379,324 1.3

当年度純利益(A)

前年度繰越利益剰余金(B)

その他未処分利益
剰余金変動額(C)

当年度未処分利益剰余金
(A)+(B)+(C)

(単位：円・％）

経常収益

経常費用

経常利益

　表９　損　　益

特別損益

区　　　　　分

 

 

経常収益から経常費用を差し引いた経常利益は61,612,661円で、前年度と比較し

て7,098,482円（13.0％）増加している。また、経常利益に特別損益を加えた当年
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度純利益は64,409,324円で、前年度と比較して7,375,322円（12.9％）増加してい

る。 

    なお、前年度繰越利益剰余金に当年度純利益を加えた当年度未処分利益剰余金は

572,879,792円で、前年度と比較して7,379,324円（1.3％）増加している。 

 

(4) 供給単価及び給水原価の状況 

 

供給単価は188.71円、給水原価は178.65円である。 

 

供給単価は前年度と比較して 0.6 円増加し、給水原価は前年度と比較して 7.85

円減少しており、その結果供給単価から給水原価を差し引いた販売利益は8.45円増

加している。これは、令和２年度は簡易水道事業法適化に伴い減価償却費用等の経

常費用が増加したことが主な要因である。 

 

　表１０　　供給単価及び給水原価の推移

区　　　分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

供給単価 186.97 187.03 187.66 188.11 188.71

給水原価 174.49 172.56 178.33 186.50 178.65

販売利益 12.48 14.47 9.33 1.61 10.06

(単位：円）

 
   (注) 供給単価 … 売れた水1㎥当たりの収益 

     給水原価 … 売れた水1㎥当たりの経費、低いほうが良い 

155

165

175

185

195

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

供給単価及び給水原価の推移

供給単価 給水原価
円

 

(5) 経営比率 

 
経営比率からみた経営状況は、収益性が低いことを示している。 
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　表１１　経営比率

区　　　分 令和３年度 令和２年度
令和２年度
全国平均

総　　収　　益

総　　費　　用

営業収益＋営業外収益

営業費用＋営業外費用
営業収益－受託工事収益

営業費用－受託工事費用

105.4

総 収 支 比 率

経 常 収 支 比 率

営 業 収 支 比 率

106.8

106.5

78.2

(単位：％）

73.2

108.5

108.8

91.5

×100

×100

×100

備　　　　　　　考

105.6

  総収支比率は、事業活動に伴う全てのバランスを示すもので、100％以上であれば 

 純利益を生じている。経常収支比率は、特別損益を除いた経常的な収支のバランス

を示すもので、100％以上であれば経常利益が生じている。営業収支比率は、収益性

を示すもので、100％以上であれば営業利益が生じている。 

    総収支比率は106.8％、経常収支比率は106.5％で、いずれも100％を上回ってお

り、純利益及び経常利益が生じていることを示している。また、営業収支比率は

78.2％で、前年度と比較して 5.0 ポイント高くなっているものの 100％を下回って

おり営業損失が生じている。 

 

(6) 水道使用料収納状況 
 

水道使用料の収納率は増加傾向にあるが、令和３年度の滞納分の収納率は、前年

度と比較して6.59ポイント減少している。 

  

  

　表１２　水道使用料収納状況

令    和 令　和
２年度 元年度
収納率 収納率

現　年　度 754,458,835 748,052,322 0 6,406,513 99.15 98.89 98.54

上　水　道 704,982,875 698,968,956 0 6,013,919 99.15 98.91 98.71

簡易水道 49,475,960 49,083,366 0 392,594 99.21 98.63 96.24

滞　納　分 17,532,476 8,674,801 1,821,142 7,036,533 49.48 56.07 47.81

上　水　道 15,133,855 7,993,871 1,382,800 5,757,184 52.82 56.93 52.05

簡易水道 2,398,621 680,930 438,342 1,279,349 28.39 51.95 10.33

771,991,311 756,727,123 1,821,142 13,443,046 98.02 97.76 97.33

上　水　道 720,116,730 706,962,827 1,382,800 11,771,103 98.17 97.92 97.63

簡易水道 51,874,581 49,764,296 438,342 1,671,943 95.93 95.51 93.15

(注)令和元年度の簡易水道の収納率は、簡易水道事業特別会計分を計上している。

区　　分

合　　計

(単位：円・％）

令　和　３　年　度
調定額又は
繰　越　額

収入済額 不納欠損額 未収入額 収納率
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    収納率は、現年度分が99.15％、滞納分が49.48％、合計で98.02％となっており、

前年度に比べ現年度分は0.26ポイント上回り、滞納分は6.59ポイント下回り、合

計で0.26ポイント上回っている。 

 

４ 財政状態 

(1) 資産・負債・資本の状況 

 

    令和３年度末の資産は 9,363,812,410 円、負債は 6,518,734,939 円、資本は

2,845,077,471円である。 

 

 

  

　表１３　貸借対照表

区　　　　　　分 令和３年度 令和２年度 増減額 増減率

固定資産 8,286,288,191 8,729,363,928 △ 443,075,737 △ 5.1

  有形固定資産 8,058,303,080 8,488,764,720 △ 430,461,640 △ 5.1

  無形固定資産 226,785,111 239,399,208 △ 12,614,097 △ 5.3

  投資その他の資産 1,200,000 1,200,000 0 0.0

流動資産 1,077,524,219 1,067,560,891 9,963,328 0.9

資　産　合　計 9,363,812,410 9,796,924,819 △ 433,112,409 △ 4.4

固定負債 2,675,339,174 3,012,153,393 △ 336,814,219 △ 11.2

流動負債 430,736,693 401,682,687 29,054,006 7.2

繰延収益 3,412,659,072 3,697,242,226 △ 284,583,154 △ 7.7

負　債　合　計 6,518,734,939 7,111,078,306 △ 592,343,367 △ 8.3

資本金 2,183,566,321 2,088,744,687 94,821,634 4.5

剰余金 661,511,150 597,101,826 64,409,324 10.8

  資本剰余金 31,601,358 31,601,358 0 0.0

  利益剰余金 629,909,792 565,500,468 64,409,324 11.4

資　本　合　計 2,845,077,471 2,685,846,513 159,230,958 5.9

負債・資本合計 9,363,812,410 9,796,924,819 △ 433,112,409 △ 4.4

(単位：円・％）

 

ア 資産 

資産は、前年度と比較して433,112,409円減少している。これは、流動資産の

現金預金は増加したものの減価償却が進んだことが主な要因である。なお、固定

資産のうち投資その他の資産は地方公共団体金融機構への出資金である。 
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イ 負債 

負債は、前年度と比較して592,343,367円減少している。これは企業債の償還

による固定負債の減少及び長期前受金の減少に係る繰延収益の減少が主な要因で

ある。 

 

   ウ 資本 

     資本は、前年度と比較して159,230,958円増加している。これは、簡易水道事

業法適化に伴い承継した企業債償還元金に係る一般会計出資金の受入れによる資

本金の増加及び利益剰余金の増加が主な要因である。 
   

(2) 企業債借入状況 
 

企業債の令和３年度末未償還残高は、3,033,653,393円である。 

 

区　　　　分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

新規借入額 49,900,000 199,700,000 114,400,000 79,400,000 21,500,000

簡易水道
統合増加額

820,863,702 0 0 554,378,549 0

償　還　額 309,346,352 312,887,380 294,843,163 358,066,834 354,379,401

未償還残高 3,384,451,622 3,271,264,242 3,090,821,079 3,366,532,794 3,033,653,393

(注)令和２年度の簡易水道統合増加額は、簡易水道法適化によるものである。

　表１４　企業債借入状況推移表 (単位：円）

 

  

26

28

30

32

34

36

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

億円 企業債未償還残高

 

 

令和３年度は、新規借入額が21,500,000円で、償還額は354,379,401円、未償還

残高は3,033,653,393円となり、前年度と比較して332,879,401円減少している。 
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(3) 財務比率 
 

財務比率からみた短期流動性は適正な水準にあるが、長期健全性は低い水準にあ

る。 
 

   

　表１５　　財務比率

令和３年度 令和２年度
令和２年度
全国平均

自己資本構成比率　　　　　　 66.8 65.2

92.9 90.4

69.6

（単位：％）

項  　　　　　　　　目

流動比率　　　　　　　　　　　 250.2 265.8 327.8

固定資産対長期資本比率 　 92.8

 

   

自己資本構成比率は、負債及び資本に占める資本金等の割合を示すもので、この

比率が高いほど経営の安全性は高いものとされている。令和３年度の比率は66.8％

で、前年度より1.6ポイント改善されている。固定資産対長期資本比率は、固定資

産の調達が自己資本と固定負債の範囲内で行われているかを示すもので、100％を超

える場合は不良債務が発生していることを意味する。令和３年度の比率は92.8％で、

前年度と比較して0.1ポイント改善しているが依然として高い状況にあり、自己資

本構成比率と固定資産対長期資本比率からみた長期健全性は、低い水準にあるとい

える。 

流動比率は、企業の支払能力を表すもので、100％を下回っていれば不良債務が発

生していることになる。令和３年度の比率は250.2％で、前年度と比較して若干悪

化しているが、一般的に適正な比率といわれる200％を上回っている。 
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５ キャッシュ・フローの状況 

 

令和３年度の資金期末残高は、1,062,054,535 円で、資金期首残高と比較して

9,967,386円増加している。 

  

（単位：円）

令和３年度 令和２年度 比較増減

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 64,409,324 57,034,002 7,375,322

減価償却費 535,108,837 561,965,974 △ 26,857,137

固定資産除却費 5,262,384 28,325,090 △ 23,062,706

賞与引当金の増加・減少（△） △ 248,000 1,275,000 △ 1,523,000

長期前受金戻入額 △ 289,252,706 △ 324,753,165 35,500,459

受取利息及び受取配当金 9,970 50,000 △ 40,030

支払利息 56,151,654 63,727,926 △ 7,576,272

有形固定資産売却損益（△は益） △ 2,898,823 0 △ 2,898,823

未収金の増加（△）・減少 4,052,834 △ 397,423 4,450,257

前受金の増加・減少（△） △ 9,685 70,152 △ 79,837

貸倒引当金の増加・減少（△） △ 1,729,000 2,477,000 △ 4,206,000

未払金の増加・減少（△） 11,395,919 △ 1,575,607 12,971,526

棚卸資産の増加（△）・減少 △ 219,798 1,411,835 △ 1,631,633

その他資産負債の増減 △ 657,846 494,708 △ 1,152,554

小　　　　計 381,375,064 390,105,492 △ 8,730,428

利息及び配当金の受取額 △ 9,970 △ 50,000 40,030

利息の支払額 △ 56,151,654 △ 63,727,926 7,576,272

合　　　　　　　計 325,213,440 326,327,566 △ 1,114,126

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 82,985,561 △ 225,422,622 142,437,061

有形固定資産の売却による収入 2,924,000 0 2,924,000

県負担金収入 1,322,475 1,054,600 267,875

一般会計負担金収入 1,310,799 1,423,400 △ 112,601

一般会計補助金収入 240,000 240,000 0

合　　　　　　　計 △ 77,188,287 △ 222,704,622 145,516,335

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入 21,500,000 79,400,000 △ 57,900,000

企業債の償還による支出 △ 354,379,401 △ 358,066,834 3,687,433

一般会計からの出資による収入 94,821,634 366,026,860 △ 271,205,226

簡水法適化による承継 0 11,965,372 △ 11,965,372

合　　　　　　　計 △ 238,057,767 99,325,398 △ 337,383,165

４　資金増加額（又は減少額） 9,967,386 202,948,342 △ 192,980,956

５　資金期首残高 1,052,087,149 849,138,807 202,948,342

６　資金期末残高 1,062,054,535 1,052,087,149 9,967,386

区　　　　　分

　表１６　　キャッシュ・フロー計算書
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キャッシュ・フロー計算書は、現金預金（以下「資金」という。）の増加又は減少の

状況を、業務活動、投資活動及び財務活動に区分して表示したものである。 

業務活動によるキャッシュ・フローにおいては、当年度純利益や減価償却費等によ

り、325,213,440 円の資金が流入している。一方、投資活動によるキャッシュ・フロ

ーにおいては、水道施設の改良工事等により77,188,287円の資金が流出し、財務活動

によるキャッシュ・フローにおいても、企業債償還などにより238,057,767円の資金

が流失している。 

その結果、資金の期末残高は1,062,054,535円で、期首残高に比べ9,967,386円増

加しており、これは、業務活動で生じた資金で投資活動や財務活動の資金を賄えてい

ることを表している。 

また、前年度と比較すると、業務活動によるキャッシュ・フローでは、当年度純利

益や長期前受金戻入額は増加しているものの減価償却費や固定資産除去費は減少して

いる。 

一方、投資活動によるキャッシュ・フローでは、改良工事等による有形固定資産の

取得による支出が減少し、財務活動によるキャッシュ・フローでは、新たな企業債の

借入れ、一般会計からの出資による収入が減少している。 

 

６ 債権管理について 

債権を適正に管理するために、令和４年３月３１日付けで五島市水道事業給水条例

（平成１６年五島市条例第２６５号。以下「給水条例」という。）第３６条の２第１号

「債務者が死亡し、料金債務を相続する者がいないとき。」及び第２号「債務者の所在

が不明であるとき。」の規定に基づき、料金の支払請求権のうち消滅時効に係る時効期

間（２年）が満了したものについて、当該時効期間が満了した日から起算して３年を

経過した平成１２年度から平成２７年度までの水道料金の未収金３５８件、１，８２

１，１４２円の支払請求権を放棄し、不納欠損処分を行っている。市が債権管理条例

の制定に向けて準備されているとのことであるので、債権の放棄に関する規定等につ

いて十分に協議されたい。 

また、債権の管理においては、給水条例で規定されているものを除く遅延損害金、

督促等について、五島市債権管理事務取扱規程（令和３年五島市訓令第３号）に規定

する事務取扱いになっていない。水道局は、地方公営企業法の適用を受けて事業を実

施するための市の組織であるから、同法で地方自治法（昭和２２年法律第６７号）等

の特例を定めるもののほかは市の規則等の適用を受けることになるので、速やかに遵

守されたい。 
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７ むすび 

(1) 業務状況について 

今後も人口減少に伴い、給水人口及び料金収入が年々減少していくものと予測さ

れる。また、有収率については、前年度に比べ0.52ポイント低下し、依然として低

い水準にあるので、今後も、漏水の原因となる老朽化した配水管の布設替えなど、

漏水対策を継続的に実施し、漏水箇所の点検調査や計画的な改良を行い、無効水量

の減少に努められたい。 

(2) 経営成績について 

経営成績については、64,409,324円の純利益を計上しており、前年度に引き続き

経営の健全性は保たれている。 

水道使用料の適切な収納管理は、経営における重要な事項であるから、債権を適

正に管理したうえで、給水条例等に基づき実効性のある措置を講じられたい。 

(3) 財政状態について 

財政状態については、資産9,363,812,410円に対して、負債6,518,734,939円、

資本2,845,077,471円で、簡易水道事業法適化の令和２年度と比較して資産及び負

債は減少し、資本は増加している。 

剰余金については、令和３年度決算においても黒字であったことなどから、令和

４年度に減債積立金に積み立てることとしている。今後も、財政状況の的確な把握

と分析を実施し、将来の事業方針に基づき適切な処分を図られたい。 

企業債については、計画どおり償還されており、前年度と比較して企業債未償還

残高は減少している。今後も、新たな借入れの抑制や計画的な償還により企業債未

償還残高の減少に努め堅実な企業債の活用を図られたい。 

(4) 今後の経営について 

令和３年度の経営収支においては事業の独立採算制が保たれているが、今後も、

人口減少に伴う料金収入の減少及び老朽化した施設の大量更新時期の到来などが想

定されており、水道事業の経営環境は厳しさを増していくものと思われる。 

今後の事業運営に当たっては、平成３１年３月に策定した五島市水道事業ビジョ

ンに定める「安全で良質な水を安定して供給しつづける水道」の実現に向けて、令

和２年３月に策定した五島市水道事業経営戦略等に基づき水質管理の適正化、官民

連携の推進等による施設の適切な維持管理及び業務の効率化を図るとともに、施設

の長寿命化や計画的な更新により支出の抑制に努め、公営企業として健全な事業経

営を遂行されるよう望むものである。 


